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平成２８年６月１４日 

総務大臣 

 山本 早苗殿 

 

日本放送協会       

 会長 籾井 勝人    

 

 

放送設備賃貸の認可申請について 

 

 

 放送設備を賃貸することとしたいので、放送法第８５条第１項の規定

に基づき、同法施行規則第５７条に規定する別紙の資料を添えて認

可申請いたします。 

別添② 
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（別紙） 

（1） 賃貸する放送設備 

日本放送協会（以下「協会」という。）が保有する４Ｋ・８Ｋ試験放

送送出設備一式。 

 

（2） 賃貸の理由 

ＢＳ放送による４Ｋ・８Ｋ試験放送については、本年度から、協会の

ほか、一般社団法人放送サービス高度化推進協会が実施予定で

あり、同法人から、当該試験放送実施のため、協会が保有する４Ｋ・

８Ｋ試験放送送出設備を賃貸により使用したい旨の要望があった。 

当該賃貸を行うことにより、協会が保有する４Ｋ・８Ｋ試験放送送

出設備の有効活用が図られることになり、また、同法人による試験放

送の円滑な実施に貢献することを通じて、４Ｋ・８Ｋ放送の普及・発

達に資することになるものと考えられる。 

本賃貸は、上記理由により行うものである。 

 

（3） 賃貸の相手方 

  ① 名称   一般社団法人放送サービス高度化推進協会 

  ② 理事長  福田 俊男 

  ③ 所在地  東京都港区 
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（4） 賃貸の価格 

４Ｋ・８Ｋ試験放送送出設備一式  月額 3,674 千円 

（消費税別） 

賃貸の価格は、賃貸する放送設備に係る減価償却費、資本利子、

固定資産税、維持運用費および一般管理費等により算定したも

のである。なお、物価変動等により不相当となったときは随時改訂

する。 

また、賃貸価格は毎日１時間の放送を行うとした場合の想定額

であり、放送実績に応じて変動する。 

 

（5） その他賃貸の条件 

①賃貸する設備の試験放送以外の使用は禁止する。 

②賃貸する設備の運用・管理は協会が行うこととする。 

③賃貸の期間は、試験放送開始の日（平成２８年１２月１日を予定）

から終了の日までとする。（約２年間を想定。） 

④緊急時の放送確保については、協会の放送を優先する。 

⑤賃貸する設備の使用不能等により生じた損害について、協会 

は一切の責任を負わない。 

⑥協会の目的を達成するための業務の円滑な遂行に支障を与え 

ない範囲内で行うものとする。 

 


